
     

広
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
二
十
一
号 

広
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 
 

（
公
営
企
業
の
設
置
） 

第
一
条 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 
 

  

三 

（
略
） 

 

（
法
の
適
用
） 

第
二
条 

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
三
項
及
び
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
に
法
の
規
定
の
全
部
を
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

    

（
経
営
の
基
本
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

         

４ 

（
略
） 

名 

称 

処
理
区 

区 
 

域 
 

 
 

 

（
公
営
企
業
の
設
置
） 

第
一
条 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

広
島
県
土
地
造
成
事
業
（
以
下
「
土
地
造
成
事

業
」
と
い
う
。
） 

 

四 

（
略
） 

 

（
法
の
適
用
） 

第
二
条 

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
三
項
及
び
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
土
地
造
成
事
業
に
法
の
規
定
の
全
部
を
昭
和

四
十
九
年
六
月
五
日
か
ら
適
用
し
、
流
域
下
水
道
事

業
に
法
の
規
定
の
全
部
を
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。 

  

（
経
営
の
基
本
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

土
地
造
成
事
業
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業

を
行
う
。 

 

一 

工
場
、
住
宅
、
流
通
業
務
施
設
及
び
公
共
施
設

の
用
地
と
し
て
土
地
を
造
成
し
、
供
給
す
る
事
業 

 

二 

前
号
に
規
定
す
る
事
業
に
関
連
す
る
施
設
の
整

備
事
業 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
土
地
等
の
資
産

を
有
効
に
活
用
す
る
事
業
で
管
理
者
が
別
に
定
め

る
も
の 

５ 

（
略
） 

名 

称 

処
理
区 

区 
 

域 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

芦
田
川
流
域

下
水
道 

芦
田
川 

処
理
区 

尾
道
市
、
福
山
市
及
び

府
中
市
の
一
部 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

芦
田
川
流
域

下
水
道 

芦
田
川 

処
理
区 

福
山
市
及
び
府
中
市
の

一
部 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


